
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者について

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 企画・指導係
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現行の研修体系（令和元年度～）
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勤務先の事業所・法人名による「実務経験証明書」を要する。
要件については県ホームページおよび国告示をご確認ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/322901.html

②実務経験要件

①研修要件

R1～R3年度【基礎研修】修了者については、終了後３年間配置が可能
⇒切れ目なく配置するには、３年経過までに実践研修の受講が必要

配置ごとに、法人からの届出等の添付書類をもって、配置可能か判断します。

サビ児管の配置

①研修修了証 ②実務経験証明書 双方揃って配置可能+
経過措置



旧体系（平成30年以前）
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【参考 滋賀県での呼称】
「相談支援従事者初任者研修 講義部分」

平成31年度以前
「滋賀県サービス管理責任者就任予定者対
象研修」
令和２年度
「サービス管理責任者基礎研修（前期）」



令和５年告示一部改正①
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令和５年告示一部改正②
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【原則】基礎研修修了後、実践研修受講までの間
２年以上の実務経験が必要

【特例】要件を満たす場合、【６か月以上】とする

ポイント

① 基礎研受講時に実務経験を満たしている
② OJT６か月開始前に県に届け出を行う（正規のサビ児

管のもと、２人目として配置、実践研修受講誓約
等）

③ ②受理後、ＯＪＴ開始、個別支援計画作成等の業務に
あたる

令和５年７月18日付
滋賀県健康医療福祉部障害福祉
課長通知「サービス管理責任者、
児童発達支援管理責任者の告示
改正にともなう取扱いについ
て」参照

要件（滋賀県）



令和５年告示一部改正③
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